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   国際共創学部外国留学に関する内規 

 

                               制  定 2026年２月 18日 

                                    国際共創学部設置委員会 

 

 （趣旨） 

第１条 この内規は、成蹊大学国際共創学部規則（以下「本学部規則」という。）第24条の規定に基づ

き、国際共創学部（以下「本学部」という。）の学生の外国留学に関し必要な事項を定める。 

 （留学の所管委員会） 

第２条 本学部学生の外国留学に関する取扱いは、本学部教務委員会（以下「教務委員会」という。）が

所管する。 

２ 教務委員会は、次の事項を審議し、その結果を本学部教授会（以下「教授会」という。）に付議する

ものとする。 

（１）留学の適否に関すること。 

（２）単位認定に関すること。 

（３）継続履修に関すること。 

（４）その他留学に関すること。 

 （出願資格） 

第３条 成蹊大学外国留学規則（以下「規則」という。）第４条に規定する留学許可に必要な本学部の単

位数は、次のとおりとする。 

（１）２年次生として留学する場合  卒業に必要な修得単位数 36単位以上 

（２）３年次生として留学する場合  卒業に必要な修得単位数 72単位以上 

（３）４年次生として留学する場合  卒業に必要な修得単位数 100単位以上 

 （出願書類） 

第４条 留学を希望する学生は、次の書類を学部長に提出しなければならない。ただし、協定留学を希

望する学生にあっては、第２号から第４号までの書類の提出を要しない。 

（１）留学願 

（２）留学先大学等の受入許可書 

（３）留学先大学等での学修計画書 

（４）健康診断書 

２ 前項に定める書類は、出国の日から２カ月前までに、学部長に提出しなければならない。 

３ 学部長は、前項の書類が整わない場合において、特別の事情が認められると判断したときは、教授

会の承認を経て、留学の仮承認を学長に求めることができる。この場合において、仮承認を受けた学

生は、出国の日までに不足書類を提出しなければならない。 

４ 前項の不足書類の提出を受けた学部長は、学長に留学の許可を求めるものとする。この場合におい

て、留学許可の日付は、仮承認の日とする。 

 （留学指導） 

第５条 留学を希望する学生は、留学願を提出する前に、留学先大学等で履修すべき授業科目その他留

学に関する事項につき指導を受けなければならない。 

 （留学期間の始期及び終期） 

第６条 留学期間の始期は４月１日又は10月１日、終期は９月30日又は３月31日とする。ただし、これ

らの日付の前後に出国又は帰国をした場合は、これをいずれかの日付に読み替えるものとする。 

 （留学期間延長の出願書類） 

第７条 留学期間を延長する場合は、原則として留学期間終了の３カ月前までに次の書類を学部長に提

出しなければならない。 

（１）留学期間延長願 

（２）留学先大学等が発行する延長後の聴講許可書又はこれに代わる書類 

（３）留学期間延長後の学修計画書 
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 （留学の中止） 

第８条 留学した学生が病気その他やむを得ない理由により学修を続けることができないときは、留学

の中止を学部長に願い出なければならない。 

 （修得した授業科目等の認定） 

第９条 留学先大学等で修得した授業科目等については、学生の願い出に基づき、本学部規則に定める

授業科目の開設目的にかなう場合に限り、教授会の議を経て、学部長が認定するものとする。この場

合において、留学先大学等で修得した授業科目等が本学部授業科目と同等又は同等以上の内容である

と判断される場合に、履修した内容により本学部授業科目に読み替えた上、第14条に規定する換算基

準により単位を認定するものとする。 

２ 留学先大学等で修得した授業科目等の認定を希望する学生は、次の書類を学部長に提出しなければ

ならない。 

（１）単位認定願 

（２）留学先大学等で修得した授業科目等の内容及び履修時間数がわかる書類 

（３）留学先大学等で修得した授業科目等の成績表 

（４）留学先大学等で修得した授業科目等の講義ノートその他審査に有益な書類 

３ 認定した授業科目の成績評価の表示は、「Ｔ」とする。 

４ 認定した授業科目及び単位は、帰国年度においてこれを認め、本学部規則第13条に定める在学中又

は入学前に他大学等において修得した単位等の認定による単位数と合わせ、60単位を限度として卒業

に必要な単位数に算入することができる。 

 （単位認定の特例措置） 

第１０条 単位認定に当たっては、次に掲げる取扱いを行うことができる。 

（１）複数の修得した授業科目及び単位を合算して、本学部の一つの授業科目及び単位として認定する

こと。 

（２）修得した一つの授業科目及び単位を、本学部の複数の授業科目及び単位に認定すること。 

（３）修得した授業科目等が本学部の上級年次に配当されている授業科目に相当する場合は、本学部規

則第９条第２項ただし書に基づき、これを認定すること。 

 （ゼミナール科目の単位認定） 

第１１条 本学部規則別表第１に定めるゼミナール科目のうち、演習Ⅰ、演習Ⅱ、卒業研究Ⅰ及び卒業研

究Ⅱ（以下この規則において「ゼミナール科目」という。）の単位を留学先大学等で修得した授業科目

等により認定するときは、第９条の規定にかかわらず、次の各号に掲げるすべての要件を満たす場合

に限り、これを行うことができる。 

（１）留学前に、当該ゼミナール科目の授業目的にかなう履修方法について、当該ゼミナール科目の担

当者（担当予定者を含む。）等から必要な指導を受けていること。 

（２）留学先大学等で修得した授業科目等が、当該ゼミナール科目と同等又は同等以上の授業内容であ

ると判断することができること。 

（３）単位認定を願い出る学生から、留学先大学等で修得した授業科目等の講義ノート、講義内容に関

する自由論文その他審査に有益な書類の提出があること。 

 （単位認定の手続） 

第１２条 教務委員会は、留学終了者（第19条に規定する短期間の留学終了者を除く。）の願い出に基

づき、単位認定案を審議し、教授会に付議するものとする。 

 （単位認定審査記録の保管） 

第１３条 教務委員長は、留学先大学等で修得した授業科目等の名称、単位数及び成績評価等並びに読

替え後の授業科目名、単位数及び審査の経緯について、文書に記録して保管しなければならない。 

 （単位の換算基準） 

第１４条 留学先大学等で修得した単位を本学部の単位に換算するときは、成蹊大学学則（以下「学則」

という。）第36条に規定する単位の計算方法及び実質の履修時間数に基づき、次のとおり換算するも

のとする。 
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科 目 の 種 類 単位 履修時間数 

講 義 ・ 演 習 科 目 ２ 1350分以上 

演 習 を 含 む 

外 国 語 科 目 

２ 1350分以上 

演 習 を 含 む 

実 技 科 目 

２ 1350分以上 

そ の 他 の 科 目 １ 1350分以上 

 

 （留学終了後の履修登録） 

第１５条 留学終了後の履修登録は、原則として、所定の期間内に指定された方法で行う。ただし、や

むを得ない事情により所定の期間内に履修登録ができない場合は、当該期間外の追加履修登録を認め

ることがある。 

 （留学終了後のゼミナール科目担当者） 

第１６条 留学終了後のゼミナール科目の履修に関する取扱いは、次に掲げるところによる。 

（１）留学を終了した学生が、演習Ⅰ又は演習Ⅱを履修する場合で当該授業科目の担当者が決定してい

ないときは、学生の希望及び当該授業科目の定員等の事情を勘案し、教務委員長が担当者を決定す

るものとする。 

（２）卒業研究Ⅰを履修している学生が年度途中に留学を開始し、留学終了後に継続して卒業研究Ⅱを

履修する場合は、留学開始前の担当者が引き続き担当するものとする。ただし、留学終了後に当該

担当者が卒業研究Ⅱを担当していない場合には、学生の希望に基づき、教務委員長が担当者を決定

するものとする。 

（卒業研究の履修の特例措置） 

第１７条 ４年次において、前期に半年以内の留学を行う者については、留学先大学等で修得した授業

科目等による単位認定の状況に応じて卒業研究Ⅱの履修を認めることができる。 

２ ４年次以前から留学をしている者で、４年次の後期開始までに帰国し、卒業研究Ⅱの登録を行う者

については、前項の規定を準用する。 

 （継続履修の取扱い） 

第１８条 前期授業終了後、後期から長期留学する者は、帰国後、留学前の申請に基づき、留学前に登

録した通年科目を継続して履修することができる。 

 （短期間の留学） 

第１９条 学則第31条第３項に規定する短期間の留学（以下「短期留学」という。）については、規則

第４条の規定にかかわらず、在学期間が１年に満たない学生についても認めることができる。 

２ 短期留学を認められた者の留学期間は、成蹊大学国際教育センターの計画に基づき、教授会が承認

した留学期間とする。 

３ 短期留学の単位認定については、第９条の規定を準用する。 

 （内規の改廃） 

第２０条 この内規の改廃は、教授会の議を経て、学部長が行う。 

   附 則（2026年２月18日制定） 

この内規は、2026年４月１日から施行する。 




